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船舶事故調査報告書 

 

平成２４年１０月４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（岸壁） 

発生日時 平成２４年１月１７日 ２１時４９分ごろ 

発生場所 京浜港東京第３区建材ふ頭南東端 

東京都江東区所在の東京東防波堤灯台から真方位３２４°３,４０

０ｍ付近 

（概位 北緯３５°３８.２′ 東経１３９°４８.４′） 

事故調査の経過 平成２４年１月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

貨物船兼油タンカー 新衛
しんえい

丸、４９２トン 

１４０４５８、新島物産株式会社、独立行政法人鉄道建設・運輸施

設整備支援機構 

５５.０１ｍ（Lr）×９.８０ｍ×３.５０ｍ、鋼 

電動機２基、１,０００kＷ（合計）、平成１８年１２月 

乗組員等に関する情報 船長 男性 ６２歳 

二級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５４年６月２９日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２１年４月２４日 

免状有効期間満了日 平成２６年４月２３日 

死傷者等 なし 

損傷 本船 右舷船側外板に破口及び擦過傷 

建材ふ頭 南東端角部欠落 

事故の経過 本船は、船長ほか５人が乗り組み、雑貨約４００ｔ及びＡ重油約３

００kℓを積載し、京浜港東京第３区の建材ふ頭（以下「本件ふ頭」と

いう。）付近を三宅島に向けて約８ノットの速力で南南西進してい

た。 

船長は、単独で操船に当たり、平成２４年１月１７日２１時４８分

ごろ、針路を約１９０°（真方位、以下同じ。）に定めるため、舵輪

を右舵約７°から約０°に操作したが、舵は戻らず操舵装置Ｎｏ.１

での手動操舵は不能となった。 

船長は、本件ふ頭に接近していることに気付いて直ちに推進器を後

進にかけたが、２１時４９分ごろ本船右舷船首部が本件ふ頭南東端に
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衝突した。 

本船は、衝突後に操舵が可能となり、京浜港東京第３区辰巳ふ頭に

着岸し、船長が、本船の損傷状況を確認したところ、右舷船側外板に

２か所の亀裂が生じ、その内の１番貨物油タンクに生じた亀裂から貨

物油（Ａ重油）が流出していることに気付き、本船のオイルフェンス

を展張するとともに、会社に連絡して海上保安庁に通報した。 

本船は、オイル吸着マット及び油処理剤を散布し、流出油の拡散防

止を行った。 

本船から流出した貨物油は、約４００ℓであった。 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

その他の事項 １ 船長は、貨物船の船長として約１７年の経験があり、本船船長と

して約５年間乗船していた。 

２ 本船は、東京と伊豆諸島間を１か月に約１２航海する定期船であ

り、ほぼ同じ時刻に出港し、辰巳ふ頭での離着岸を繰り返してい

た。 

本船は、操舵室の前部中央に操舵装置、電子海図情報装置（以下

「ＥＣＤＩＳ」という。）、レーダー及び電気推進装置遠隔操縦盤を

組み込んだ操船コンソールを設置していた。 

本船は、操舵装置の異常警報を操舵スタンド内の記録装置に、実

舵角及び指令舵角をＥＣＤＩＳに自動的にそれぞれ記録するように

なっており、記録されていた。 

船長は、自動操舵から手動操舵に切り替えた際、本船の就航後約

５年の間に２回、操舵不能になる経験をしていたが、本船の操舵装

置製造者に報告していなかった。 

３ 本船の操舵装置製造者により、本事故発生後に行われた操舵装置

及び油圧操舵機の点検及び調査結果は、次のとおりであった。 

(1) 操舵装置及び油圧操舵機の機能及び状態に異常は発見されな

かった。 

(2) 操舵装置より回収した衝突前後のログデータには、異常警報

の記録はなく、平成２４年１月１７日２１時４９分ごろ操舵装

置Ｎｏ.２を起動した情報が記録されていた。 

(3) ＥＣＤＩＳより回収した衝突前後のログデータには、指令舵

角と実舵角に大きな差はなく、舵角を約１分間右７°に保持

し、速力が約３０秒間低下している記録があった。 

(4) 操舵装置の指令舵角が変化しない現象について故障解析を行

ったが、同現象に合致する不具合要因を見いだすことができな

かった。 

(5) 本船の操舵装置の制御ユニットのプリント基板を取り外し、

各種性能試験及び環境試験を行ったが、異常は発見されなかっ
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た。 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

なし 

本船は、京浜港東京第３区の本件ふ頭付近を南南西進中、いつもど

おり針路約１９０°に定針する予定であったところ、右舵約７°が取

られた状態であったことから、本件ふ頭に衝突したものと考えられ

る。 

本船が、右舵約７°が取られた状態であったことは明らかにするこ

とができなかった。 

原因 本事故は、夜間、本船が、京浜港東京第３区の本件ふ頭付近を南南

西進中、いつもどおり針路約１９０°に定針する予定であったとこ

ろ、右舵約７°が取られた状態であったため、本件ふ頭に衝突したこ

とにより発生したものと考えられる。  




